志布志市衛生自治会「環境学習」実施事業費補助金交付要領
（目的）
第1条　この要領は、環境問題に関心を持ち、環境問題への気付きをするために自主的に環境問題の学習を行おうとする団体の運営費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
（交付の対象）
第2条　補助金の交付の対象は、次に掲げる要件を備えているものであること。
（１）環境問題に関心を持ち、環境問題への気付きをするために自主的に環境問題の学習を行おうとするもの。
（２）１０名以上の参加者があること。
（補助金の額）
第3条　補助金の額は、１学習あたり３，０００円とする。ただし、１回限りとする。
（補助金の申請）
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「環境学習」事業実施申請書（別記様式
　１）を、志布志市衛生自治会長（以下「会長」という。）に申請しなければならない。
２　会長は、前項の申請があった場合は審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金交付決定通知を行うものとする。
（補助金の交付）
第5条　事業を実施した者は、「環境学習」事業実施報告書（別記様式２）を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
（補助金の取消し等）
第6条　会長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は補助金を返還させることができる。
（１）当日の参加者が１０名未満のとき
（２）提出書類の虚偽記載をしたとき
（３）その他の不正な行為があったとき
　　　附　則
　この要領は、平成１８年４月１日から施行する。
　この要領は、令和２年４月１日から施行する。
　この要領は、令和３年４月１日から施行する。
(別記様式１)
令和　　年　　月　　日
志布志市衛生自治会長　殿
「環境学習」実施申請書
	１．団体名
	 

	２．代表者
	　　　　　　　　

	３．住所
	　　　　　　　　　　　　　　℡　　　　　　　　

	４．予定参加者数
	　　　　　名

	５．補助金額
	　　　　円

	６．事業内容
	日時　　　　　年　月　日　　：　～　：　　　
場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容　　


※この申請書は、実施２週間前までに提出してください。
※必ず希望の学習内容を記入してください。
(別記様式２)
　　年　　月　　日
志布志市衛生自治会長　殿
「環境学習」実施報告書
	１．団体名
	

	２．代表者
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	３．住所
	　　　　　　　　　　　　　　℡　　　　　　　

	４．参加者数
	　　　　名（名簿は別紙のとおり）

	５．事業内容
（写真を添付してください）
	日時　　　　　　年　月　日　　：　～　：　　
場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
内容


＊この報告書は、実施後３０日以内に提出してください。
